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平成２３年度事業計画 

 

 

社団法人日本産業車両協会 

はじめに 

平成２３年度のわが国経済は、政府の当初見通しでは、新成長戦略の推進等の施策によ

り、実質で１．５％の成長が見込まれたが、平成２３年３月に発生した「東北地方太平洋

沖地震」による被害は想像をはるかに超えており、今後、経済や政府の施策推進に対して

大きな影響を及ぼすことが予想される。 

一方、海外は中国、アジア等の新興国市場の伸びから、世界の市場は回復基調が続いて

いるが、中東や北アフリカの情勢がエネルギー価格の高騰に悪影響を及ぼす可能性も懸念

される。 

産業車両の市場も、平成２２年に国内、海外いずれも前年比プラスに転じたものの、金

融危機前の水準にはまだ及ばない状況にある。主力機種のフォークリフトでは、平成２０

年に世界市場全体の約６３％を占めた「日本・西欧・北米」の三地域が、平成２２年には

約５１％に低下するなど、市場のウェイトが新興国に移行しつつあり、また国内では今後

市場の大きな伸びが見込めず、質・量の両面で市場環境の変化がますます強まっている。 

こうした状況にあって、業界としては、マザーマーケットである国内をしっかり固め、

付加価値の高いビジネスを展開して、収益力アップを図ることで、競争が激化している海

外、とりわけアジアを中心とする新興市場での競争力を向上させるべく努力していく必要

がある。 

本会としては、こうした認識の下、これまで培ってきた我が国産業車両業界の総合的な

力を結集して、会員の事業活動に対する支援や業界の社会的地位の向上の実現を図り、将

来に亘る持続的な発展につながる事業を展開していくこととしたい。 

以下において、各課題に対応して実施すべき事業の内容と計画について報告する。 

 

 

Ⅰ 基本的事項 

（１）産業車両業界の基盤強化を図るため、業界の将来の発展に資する施策を策定・実行

するとともに、併せて業界の社会的地位の向上を図るための事業を推進する。 

（２）フォークリフト、無人搬送車システム、特殊自動車、及びその他の産業車両や関係

部品等の機種ごとに有する課題について、それぞれ関係する情報、社会経済的な動向

の把握を行い、関係委員会等を通じて適切な対応策を検討、推進する。 

（３）経済産業省をはじめ、国土交通省、厚生労働省、環境省等の関係官庁、諸機関及び

内外の関係団体と連携して、産業車両に関する諸事業の推進に協力するとともに、要

望事項等の具申を行い実現に努める。 
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Ⅱ フォークリフト業界の基盤強化のための事業 

１．製造業としての基盤強化及び社会的地位の向上のための事業 

 技術・開発・製造から流通・アフターマーケットに亘る総合的な業界基盤の強化及び社

会的地位の向上に資するため、以下の事業を推進する。 

（１）業界を取り巻く社会・経済情勢の適確な把握と業界に対する支援措置の要望推進 

所管官庁である経済産業省をはじめとする関係官庁及び内外の関係団体への業界情勢 

の適確な情報提供と関連情報の迅速な入手に努め会員に提供する。併せて業界の意見 

要望の集約に努め、関係方面に対して業界の基盤強化を図るための支援措置や規制緩 

和に関する要望を行って実現に努める。 

（２）業界の経営基盤、新技術への対応強化 

①市場環境の変化や内外での競争が激化する中で、フォークリフトメーカートップか

らなる「経営基盤強化委員会」を新設し、業界の基盤強化、競争力向上を図るため

に、流通面の改善や部品の共通化等による生産効率の向上、製品・サービスの価値

に関する訴求力の向上等についてトップレベルで広く検討を行って、関係委員会と

共に、実現に向けた行動を推進する。 

②前年度に実現できなかった「次世代の産業車両の開発・普及促進研究会」創設に関

し、あらためて幅広い会員企業の参画を得て、経済産業省、国土交通省及び環境省

等の関係官庁・機関との交流を密にしながら、次世代の産業車両の方向性に関する

情報交換や政府の業界への支援措置の要請等に向けた情報発信力を強化する。 

（３）製・販業界団体の統合による事業基盤の強化推進 

 国内のフォークリフト販売会社で構成された日本フォークリフト販売協会の解散によ 

る事業の一部継承を受け、同協会の会員会社を系列販売店協会単位の団体会員として 

新たに迎え、「フォークリフト販売会社連絡協議会」を設けて、製・販の連携、協力を 

強め、国内事業基盤の強化とコンプライアンスの徹底に努める。 

（４）社会的地位の向上の推進 

 業界における環境負荷の低減や安全向上の取り組み、物流の高度化等への貢献につい 

て広く情報発信して、業界の社会的地位の向上を図るよう努める。 

（５）統計業務のさらなる充実化 

 ①国内外の生産、受注、販売、輸出等に関する統計の整備を継続推進するとともに、

需要予測の策定を行って、市場動向の適確な把握に努め、会員や関係者に提供する。 

 ②市場構造及び顧客動向の把握を図るために調査分析を強化する。 

（６）関係団体との連携・協力の強化推進 

物流関連団体との連携・協力をいっそう強化する。 

 

２．国際交流・グローバル化推進のための事業 

業界にとって海外でのビジネス強化がますます必須となる中で、今後は新興国に市場の

重点が移り、中国メーカーを中心とする新たなプレーヤーの台頭も見込まれる等、事業を
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取り巻く環境は大きく変化していることから、本会では引き続き以下の事業を推進して、

海外業界との連携・協力の強化、情報の迅速な収集と会員への提供を通じて、業界の基盤

強化、プレゼンスの向上推進を図ることとする。 

（１）国際交流の推進 

①平成２３年５月の本会総会に海外業界の代表を招いて広く会員との交流の機会を設

ける。 

②平成２３年９月に、アメリカ、フロリダ州パームビーチにおいて、ＩＴＡ（米国産

業車両協会）の秋季総会に合わせて、ＩＴＡ、ＦＥＭ ＩＴ（欧州物流機械連盟産業

車両部会）、ＣＩＴＡ（中国産業車両協会）と協力して、第１４回アライアンス業界

首脳会議を開催し、協力体制の強化拡大と情報・意見の交換を行う。 

③同会議に合わせて、日欧米中協会長による講演「プレジデンツ・フォーラム」を開

催し、世界の情勢について意見交換を行う。 

（２）世界産業車両統計プログラムＷＩＴＳの継続推進 

平成２３年は本会がＷＩＴＳ運営委員会委員長を担当することから、ＦＥＭ ＩＴ、 

ＩＴＡ、ＣＩＴＡ及びＫＯＣＥＭＡ（韓国建設機械工業会）、ＡＢＩＭＡＱ（ブラジル 

産業車両協会）との協力による同プログラムについて、平成２３年９月のアライアン 

ス会議に合わせて開催される同委員会を主催し、引き続き正確かつ迅速な世界市場統 

計情報の交換を推進する。 

（３）グローバル化への対応促進 

  ①政府の新成長戦略でも重視されているアジア市場に関して、日本の産業車両の競争

力とプレゼンスの強化を図るために、通商委員会、海外調査統計委員会において、

現地の情勢や政府の関連施策等も含め、情報収集と対応策の検討を推進する。 

②海外の企業、市場の動向に関する情報収集に努めるとともに、日本からの輸出、海

外生産の把握及び今後の見通し策定を実施する。 

  ③日本機械輸出組合と連携を強化し、業界のグローバル化に資するため、関係情報の

収集や、海外の関税、貿易制度に関する改善要望を引き続き実施する。 

 

３．環境対応推進のための事業 

 環境問題への対応は、社会的要請にも応え、業界の持続的な発展を遂げるための必須要

件であるとの認識の下、環境負荷低減を図るため、以下の事業を推進して、業界の基盤強

化に努める。 

（１）環境自主行動計画の着実な推進 

①地球温暖化対策に関して、日本経済団体連合会の環境自主行動計画に引き続き参画

し、製造過程からのＣＯ2排出量の削減計画の的確なフォローアップと実現に向けた

取り組み強化を図ると共に、省エネ型フォークリフトの普及促進による使用段階で

の削減効果と併せて、業界の対応状況について広く情報発信する。また、日本経済

団体連合会の“ポスト京都”へ向けた「低炭素社会実行計画」について、業界とし
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て参加するかの対応方針を早急に決定する。 

②循環型社会形成に関して、日本経済団体連合会の環境自主行動計画に引き続き参画

し、産業廃棄物の最終処分量削減について、取り組み強化を図ると共に、業界の対

応状況について広く情報発信する。 

（２）循環型社会形成に向けた対応促進 

関係団体と連携・協力して、「使用済み廃タイヤ」、「使用済み廃バッテリー」等の産

業廃棄物の適切な処理・再生を図るための具体的なスキーム構築の実現に努める。 

（３） 排出ガス規制への対応推進 

①特殊自動車の排出ガス規制について、平成２３年１０月以降、エンジン出力帯毎に

段階的に実施されることから、需要業界に対して正確な情報を広報すると共に、規

制対応による環境負荷の低減効果等について周知徹底を図る。 

②特殊自動車の排出ガス規制について、諸官庁や関係団体と連携・協調しながらディ

ーゼル及びガソリン（含むＬＰガス）特殊自動車の国内次期規制及び排出ガス規制・

試験法の国際統一などに積極的な協力を行い円滑な対応を図る。 

③海外関係協会等を通じて、海外のオフロード車排出ガス規制に関する情報収集を実

施する。 

（４）その他内外の環境規制に対する情報収集と円滑な対応の推進 

①欧州新化学品規則（ＲＥＡＣＨ規則）、欧州電子・電気機器における特定有害物質の

使用制限指令（ＲｏＨＳ指令）等の海外規制について、政府機関や内外の関係団体

と連携協力して、正確な情報入手と業界としての適切かつ円滑な対応を図る。 

②その他環境に関する課題への対応推進 

関係諸官庁の指導、あるいは関係団体との協力も得ながら、適切な対応を推進する。 

 

４．安全向上推進のための事業 

 内外の安全規格、規制の国際的な標準化を積極的に推進していくとともに、機械安全や

リスクアセスメントに関する対応力を強化し、業界として安全性・環境保全の向上及び安

全作業の推進に資する施策に取り組んで、顧客からの信頼も高めるべく、以下の事業につ

いて検討、推進を図って、業界の基盤強化に努める。 

（１）国際標準化の推進 

①国際標準化への協力体制を継続し、ＩＳＯにおける安全規格等の審議に積極的に参

画する。そのため関係会員の担当委員の国際会議への派遣を継続推進して、日本の

意見や要望を伝えて、その実現を図ることとする。 

②欧州のＣＥＮ／ＴＣ１５０（欧州標準化委員会／産業車両）、アメリカのＩＴＡ／Ｇ

ＥＣ（米国産業車両協会／技術委員会）、ＵＬ（アンダーライターズ･ラボラトリー

ズ･インク）との技術に関する情報交流を積極的に推進する。 

③国際標準化事業を支援して、技術的課題を解決するため、日欧米三極業界による協

力関係を強化推進する。 
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（２）国内標準化の推進 

①国内標準化の観点から、産業車両に関するＪＩＳ（日本工業規格）の国内審議団体

として、日本規格協会の協力も得て、ＪＩＳ規格の制定・改正原案作成事業につい

て、前年度からの安定度関係シリーズ２規格に加え、新たに４規格の審議に着手す

ると共に、ＩＳＯ ３６９１―１と整合を図ったＪＩＳ Ｄ６００１の改正原案作成

に向け検討に着手する。 

②現行の日本産業車両協会規格（ＪＩＶＡＳ－Ｆ部門）見直しを継続推進するととも

に、フォークリフトの安全設計、警告表示、振動・騒音等に対する要望調査を推進

する。 

（３）海外及び国内の基準認証の検討推進 

海外の基準認証の動向を早期に把握するため積極的な情報収集を推進する。 

（４）機械安全、リスクアセスメントへの対応強化の推進 

①日本機械工業連合会の「メーカのための機械工業界リスクアセスメントガイドライ

ン」について理解を深め、需要業界への周知を図りながら、産業車両業界としての

考え方を整理する。 

②日本機械工業連合会の機械安全推進特別委員会、機械安全標準化特別委員会に引き

続き参画し、機械安全に関する内外の情報収集に役立てる。 

（５）安全向上に資する施策推進 

①日本フォークリフト販売協会の事業を継承し、厚生労働省の職業能力開発事業の下

で、産業車両整備技能士の国家技能検定制度を活用して、優秀な整備技能士の育成

を推進する。 

②労働安全衛生法に基づくフォークリフトの特定自主検査制度の実施促進を図るため、

日本フォークリフト販売協会の事業を引き継いで、特定自主検査実施経歴書の発行

を行うと共に、建設荷役車両安全技術協会と協力して、顧客に対する同制度の理解

増進と周知徹底に資する事業を継続推進する。 

③安全作業の確立と労働災害防止に資するため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会

による第２６回全国フォークリフト運転競技大会実施について、その運営の向上に

資する提案等も行いながら協力して推進する。 

④日本フォークリフト販売協会の事業を継承し、安全ポスター等の作成、発行を行っ

て、安全作業に関する普及・啓蒙を推進する。 

 

Ⅲ 無人搬送車システムの健全な発展のための事業 

無人搬送車、無人けん引車、無人フォークリフト及び有軌道台車を対象とする無人搬送 

車システムは、マテリアルハンドリングの中核として自動倉庫、仕分けシステム等ととも

に今日まで発展を続けた。今後さらにＩＴ化を含め総合的な物流システムとしてその機能

の幅を広げ、市場の拡大を図るために、以下の事業を推進する。 
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（１）無人搬送車システムの市場拡大と安全向上策の推進 

①ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の「生活支援ロボット実用化プ

ロジェクト」と連携して、無人搬送車の高速度化に対応する追加安全防護策等の検

証を行って、無人搬送車システムに関するＩＳＯ（国際規格）、ＪＩＳ（日本工業規

格）の国内審議団体として、両規格の改正に反映させるための検討を推進する。 

②無人搬送車導入時のリスクアセスメント実施ガイドラインを作成する。 

③無人搬送車の重要な構成要素である蓄電池について、最新情報の収集とサプライヤ

ー企業との情報交換を実施する。 

（２）無人搬送車システムに関する調査と広報活動の推進 

①無人搬送車システムに関する統計充実化による市場動向の把握を図る。 

②無人搬送車システムに関する情報を、需要業界に対して、広報、啓蒙等を図ること

で健全な普及促進に寄与する。 

（３）関係省庁、団体との連携・協調の推進 

無人搬送車システムのさらなる育成、発展を図るため、経済産業省、厚生労働省、中

央労働災害防止協会そして、日本物流システム機器協会、日本ロジスティクスシステ

ム協会、日本ロボット工業会等と連携して、標準化を図るとともに、安全向上に資す

る事業を検討推進する。 

 

Ⅳ 特殊自動車届出業務等の円滑な推進のための事業 

道路運送車両法に規定される特殊自動車については、引き続き国土交通省の型式認証業

務等に関する同省との窓口団体としての役割を担うため、以下の事業を推進する。 

（１）国土交通省の施策への協力と業界としての意見具申 

関連法令及び通達等の制定、運用等に関し、特殊自動車が持っている固有事情の反映

と建設的な意見具申を行い、適正かつ円滑な業務が行えるよう努める。 

（２）特殊自動車に関する認証業務の適正化、円滑化の推進 

特殊自動車に関する安全、環境問題について、関係団体とも連携・協力しながら、適

切な対応を図るための検討を推進する。又、不備のない認証手続及びリコール関係業

務を行うために関連諸規定を周知徹底して、関係法令・規則や届出実務に関して業界

における情報共有化を推進する。 

（３）特殊自動車の保安基準に不適合となる改造等の再発防止対応 

①基準に不適合となる車検後の改造等の再発防止のため、メーカーのみならず使用者

の法令に対する理解も深めて、関係先全体を含めた法令遵守を重ねて徹底する。 

②特殊自動車に関する基準に不適合な改造等の継続調査及び改修状況を取りまとめ、

当局に報告し、該当車両については早急に是正対応するよう周知徹底する。 

（４）特殊自動車に関する協会規格(ＪＩＶＡＳ―Ｓ部門)の制定及び改定検討 

特殊自動車を取り巻く環境変化や道路運送車両の保安基準、型式認証関連規定の改正

に対して必要に応じ協会規格の制定及び改定を図る。 
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（５）特殊自動車に係る関連法令、通達等に関するデータベースの構築 

特殊自動車に係る道路運送車両の保安基準等に関する情報を集約整理し、協会ホーム

ページ内に専用サイトを設けて、会員に提供するためのデータベースを構築、運営す

る。 

Ⅴ 広報・宣伝、会員の連絡親睦のための事業  

 業界に関する情報の受発信能力の向上を図るとともに、会員間あるいは業界間での情報

交換の強化と円滑化を図って、業界の基盤強化に資するため、以下の事業を推進する。 

（１）業界としての情報発信力強化 

   ①協会ホームページを刷新して内容を充実化し、業界事情の紹介に努める。また会報

「産業車両」誌を継続刊行し、さらに詳細な情報提供を行う。 

   ②平成２４年９月に開催される「国際物流総合展２０１２」に関し、主催者団体の一

員として、関係団体と協力して準備事業を推進する。 

（２）会員の連絡親睦 

   平成２３年５月に通常総会後の会員懇親パーティー及び平成２４年１月に新年賀詞

交歓会を開催し、親睦を深め情報交換を行う機会の提供に努める。 

 

Ⅵ 公益法人改革の動きへの対応 

  日本フォークリフト販売協会からの一部事業継承を受け、あらためて一般社団法人の

要件を満たした組織、定款、規定の作成を進め、外部の専門家から新公益会計基準や

税務への対応等について指導も得ながら、平成２４年度中に移行申請を実施できるよ

う努める。  

 

以 上 


